
あいサポート運動について
概 要

あいサポート運動とは、多様な障がいの特性や障がいのある方への必要な配慮などを理解して、
困っている様子を見かけたら、一声をかけるなど、「ちょっとした手助けや配慮」をすることにより、
誰もが住みやすい地域社会（共生社会）をめざす運動。

経 緯

あいサポート運動は、平成２１年１１月に鳥取県で始まり、本市は、平成２９年１１月に鳥取県と協
定書を締結し、あいサポーターの養成やあいサポート運動に取り組んでいただける企業・団体を
「あいサポート企業・団体」として認定する等、あいサポートの輪を広げる取組を進めている。

あいサポーターになるためには

「あいサポート研修」の受講が必要。
研修終了後、受講者に「あいサポートバッジ」を交付する。
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あいサポート研修について
① 全職員向け研修 （ｅラーニング）

② 所属向け研修 （講義形式（対面又はオンライン））

令和４年度から、「障がいや障がいのある人への理解を深める研修」として、あいサポート運
動の概要に関する研修を、障がい者差別解消の取組に関する研修と併せて実施している。

平成30年度以降、所属からの申込みにより、福祉局障がい福祉課の担当職員が、あいサ
ポート運動の説明、障がいの理解についての説明、障がいについてのDVD視聴、簡単な
手話講座等を実施している。研修修了者には、「あいサポートバッジ」を交付する。

年度 小計 合計

平成30年度 福祉局 172人 住之江区 22人 旭区 54人 鶴見区 35人 此花区 24人 307人

令和元年度 福祉局 158人 住之江区 16人 財政局 39人 西淀川区 35人
経済戦略局

（中央卸売市場）
223人 東成区 175人 646人

令和２年度
こども青少年局

（こども相談センター）
13人 住之江区 33人 46人

令和３年度 住之江区 35人 平野区 20人 55人

あ　い　サ　ポ　ー　タ　ー　数　（本市職員）

1,054人
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あいサポート運動の研修実施方針

① 全職員向け研修（ｅラーニング）

上記①②研修の受講機会の無かった新規採用者向けに実
施する。内容は、①と同等程度。

障がい者差別解消にかかる職員研修と併せて実施。
あいサポート運動に関する内容は、障がいのある方への配慮等の項目に絞った簡易版。

② 所属向け研修（講義形式（対面又はオンライン））

あいサポーターとなるための研修。あいサポート運動全般にかかる内容及
び、動画視聴を含む。受講後、あいサポーターバッジを交付。

③ 新規採用者向け研修（ｅラーニング）

資料５ 参考①
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研修スケジュール （令和４年度）

① 全職員向け研修（ｅラーニング）

② 所属向け研修（講義形式（対面又はオンライン））

③ 新規採用者向け研修（ｅラーニング）

【実施期間】令和４年９月１２日（月）～令和４年１１月４日（金）
なお、期間内に受講できなかった方が学習できるよう、所属サイトに資料を掲載する。

【実施期間】 通年
●福祉局

障がい者施策部内 ：令和４年８月８日（月） ・ ９日（火） ・ ２３日（火）
福祉局内 ：令和４年８月２９日（月） 、 ９月１日（木） ・ ２６日（月） ・ ３０日（金）

●各区 ・局 ・室 順次開催予定

【実施期間】令和５年５月以降 実施予定

所属からの申込みにより、実施いた
します。

申込みは随時受け付けております
ので、詳しくは福祉局障がい福祉課
まで、お問い合わせください！

４
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令 和 ４ 年  月  日 

 

各区・局・室 

総務担当課長 様 

 

福祉局障がい者施策部 

障 が い 福 祉 課 長 

 

あいサポート運動の取組に係る研修について（依頼） 

 

標題につきまして、本市では平成 29 年 11 月に鳥取県とあいサポート運動の連携推進に関

する協定を結び、平成 30 年度から職員向けの研修を行っており、区役所の全職員向けの研修

や新規採用者・局間異動者向けの研修、人権研修としてなど、多数の区・局において取り組ん

でいるところです。 

あいサポート運動は、障がいの有無にかかわらず誰もが暮らしやすい地域社会（共生社会）

を目指す運動であることから、更なる障がいの理解・啓発の普及に向け、より多くの職員に率

先してあいサポーターとなっていただくため、市民対応を行う職員等を対象に研修を開催した

いと考えております。 

つきましては、次のとおり「あいサポート研修」を実施いたしますので、積極的に研修を開

催いただきますようよろしくお願いします。 

 

記 

 

１ あいサポート運動について 

  別紙１「（参考）あいサポート運動について」をご参照ください。 

 

２ 研修について 

  あいサポート運動については、あいサポート研修を実施し、あいサポーターを要請するた

めに、次に記載しております内容の研修を実施します。 

【研修内容（約 75 分）】 

  ・あいサポート運動についての説明 

  ・障がいの理解についての説明 

  ・多様な障がいの特性について理解するための DVD 視聴 

  ・「障がい理解ハンドブック」の説明 

  ・あいさつなどの簡単な手話講座     等 

 ※研修の時間については目安時間としていますので、貴区・局・室の都合により、時間の調

整も可能ですので、変更が必要な場合は担当までご連絡ください。 

（案） 
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３ 実施方法 

  別紙２「あいサポート研修申込書」の提出により、研修を実施します。 

  ※福祉局障がい福祉課の担当職員が研修を実施します。 

 

４ 研修の申し込みについて 

  メールにて研修日の４週間前までに、別紙２「あいサポート研修申込書」を担当あてご提

出ください（日程等調整が必要となりますので、お早めにご提出ください）。 

 

５ その他 

  研修の開催にあたり、研修会場（会議室）をご準備いただきますよう、お願いします。 

  また、研修の中で DVD を視聴していただきますので、庁内端末１台（USB が利用可能な

もの）・プロジェクターをご準備いただきますようお願いします。 

 

 

【担当】 

福祉局障がい者施策部障がい福祉課 

（担当者：大下・昇） 

TEL 06-6208-8082 FAX 06-6202-6962   

E-mail fa0025@city.osaka.lg.jp  

mailto:fa0025@city.osaka.lg.jp
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あいサポート運動について 

 

 

１ 概要 

  あいサポート運動とは、多様な障がいの特性や障がいのある方への必要な配慮などを理

解して、困っている様子を見かけたら、一声をかけるなど、「ちょっとした手助けや配慮」

をすることにより、誰もが住みやすい地域社会（共生社会）をめざす運動です。 

 

２ 経緯 

  あいサポート運動は、平成 21 年 11 月に鳥取県で始まり、中国地方を中心に全国へ広が

っています。 

大阪市においては、この間、「心の輪を広げる体験作文・障がい者週間のポスター」の募

集、大阪ふれあいキャンペーンなどを通じて、障がいのある方への理解・啓発事業を行っ

てきたところですが、新たな理解・啓発事業としてあいサポート運動に取り組んでいくこ

ととして、平成 29 年 11 月に鳥取県と協定書を交わしました。 

 

３ あいサポーターになるためには 

特別な知識や技術は不要で、多様な障がいの特性、障がいのある方が困っていることや

障がいのある方への必要な配慮を理解するための「あいサポート研修」を受けていただき

ます。 

研修終了後、受講者に「あいサポートバッジ」を交付します。「あいサポートバッジ」は、

あいサポーターの方が着用し、サポートするマインドを見える化するためのバッチです。 

 

４ あいサポート研修について 

あいサポート研修は、あいサポーターを養成するための研修です。研修内容は次のとお

りです。 

 【研修内容（約 75 分）】 

  ・あいサポート運動についての説明 

  ・障がいについて理解するための DVD 視聴 

  ・あいサポート運動ハンドブックの説明 

  ・あいさつなどの簡単な手話講座 等 

 

５ その他 

   大阪市ホームページに、「あいサポート運動」に関する情報を掲載しています。 

ＵＲＬ： https://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000433476.html 
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（他の研修等のプログラムの１つとして行う場合はその研修の名称）

研 修 の 回 数 １回 複数回　　→ （　　　　）回 ※１日３回まで

午前 午後 １日

午前 午後 １日

午前 午後 １日

午前 午後 １日

午前 午後 １日

午前 午後 １日

　@city.osaka.lg.jp

◆研修所要時間は、約７５分程度です。

【研修内容】

◆研修では、DVDを視聴していただきます。

PC、プロジェクター、スクリーン等のご準備をお願いします。

（機器の準備ができない場合等は、御相談ください。）

◆受講にあたり配慮が必要な事項や相談事項等がありましたら記載ください。

【送付・問い合わせ先】

（電話） （メール） fa0025@city.osaka.lg.jp

　福祉局障がい者施策部障がい福祉課（企画グループ）　　あいサポート研修担当者

06-6208-8071

研修を行うにあたって

　・あいサポート運動についての説明

　・障がいについて理解するためのDVD視聴

　・あいサポート運動ハンドブックの説明

　・あいさつなどの簡単な手話講座　　　　　等

備 考

連 絡 先

（担当者氏名）

（電話）

（メール）

研 修 の 日 時

第1希望日

第2希望日

第3希望日

研修の主な対象者

人 数 人程度

研 修 の 場 所

あいサポート研修申込書

研 修 の 名 称

研 修 の 主 催 者

資料５ 参考③別紙
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（他の研修等のプログラムの１つとして行う場合はその研修の名称）

研 修 の 回 数 １回 複数回　　→ （　　　　）回 ※１日３回まで

午前 午後 １日

午前 午後 １日

午前 午後 １日

午前 午後 １日

午前 午後 １日

午前 午後 １日

　@city.osaka.lg.jp

◆研修所要時間は、約７５分程度です。

【研修内容】

◆研修では、DVDを視聴していただきます。

PC、プロジェクター、スクリーン等のご準備をお願いします。

（機器の準備ができない場合等は、御相談ください。）

◆受講にあたり配慮が必要な事項や相談事項等がありましたら記載ください。

【送付・問い合わせ先】

（電話） （メール） fa0025@city.osaka.lg.jp

　福祉局障がい者施策部障がい福祉課（企画グループ）　　あいサポート研修担当者

06-6208-8071

研修を行うにあたって

　・あいサポート運動についての説明

　・障がいについて理解するためのDVD視聴

　・あいサポート運動ハンドブックの説明

　・あいさつなどの簡単な手話講座　　　　　等

備 考
視覚障がいをお持ちの方が受講予定なので、点字等の対応を希望します。

連 絡 先

（担当者氏名） △△区役所　総務課　　山田

（電話） 06-1234-5678

（メール） aa9999　　　

研 修 の 日 時

第1希望日 令和〇年９月10日（火）

第2希望日 令和〇年９月10日（火）

第3希望日 令和〇年９月12日（木）

研修の主な対象者 令和〇年度の新規採用者及び所属間異動者

人 数 20 人程度

研 修 の 場 所 △△区役所３階　第２会議室

あいサポート研修申込書

研 修 の 名 称
令和〇年度　△△区あいサポート研修

研 修 の 主 催 者 △△区役所　総務課

【記載例・１回】
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（他の研修等のプログラムの１つとして行う場合はその研修の名称）

研 修 の 回 数 １回 複数回　　→ （　　４　　）回 ※１日３回まで

午前 午後 １日

午前 午後 １日

午前 午後 １日

午前 午後 １日

午前 午後 １日

午前 午後 １日

　@city.osaka.lg.jp

◆研修所要時間は、約７５分程度です。

【研修内容】

◆研修では、DVDを視聴していただきます。

PC、プロジェクター、スクリーン等のご準備をお願いします。

（機器の準備ができない場合等は、御相談ください。）

◆受講にあたり配慮が必要な事項や相談事項等がありましたら記載ください。

【送付・問い合わせ先】

（電話） （メール） fa0025@city.osaka.lg.jp06-6208-8071

（メール） aa9999　　　

研修を行うにあたって

備 考
視覚障がいをお持ちの方が受講予定なので、点字等の対応を希望します。

　福祉局障がい者施策部障がい福祉課（企画グループ）　　あいサポート研修担当者

　・あいさつなどの簡単な手話講座　　　　　等

　・あいサポート運動ハンドブックの説明

　・障がいについて理解するためのDVD視聴

　・あいサポート運動についての説明

（担当者氏名） △△区役所　総務課　　山田

令和〇年９月13日（金）

連 絡 先 （電話） 06-1234-5678

令和〇年９月12日（木）

令和〇年９月11日（水）

令和〇年９月10日（火）

令和〇年９月11日（水）

令和〇年９月10日（火）

あいサポート研修申込書

研 修 の 名 称
令和〇年度　△△区あいサポート研修

研 修 の 日 時

第1希望日

第2希望日

第3希望日

研 修 の 主 催 者 △△区役所　総務課

研 修 の 場 所 △△区役所３階　第２会議室

研修の主な対象者 令和〇年度の新規採用者及び所属間異動者

人 数 80 人程度

【記載例・複数回】

6

mailto:fa0025@city.osaka.lg.jp

